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別紙第１５ 

労働者派遣契約一般条項 

第１章 総則 

（契約の目的） 

第１条 乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣法」と

いう。）に基づき、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並

びに参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書（以下「仕様

書等」という。）の定めるところに従い、乙の雇用する労働者（以下

「派遣労働者」という。）を甲に派遣し、甲は、派遣労働者を指揮命令

して業務に従事させ、その代金を乙に支払うことを目的とする。 

（代金） 

第２条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。ただし、

特約条項により支払金額を確定することを約定する場合は、当該特約

条項の定めるところに従い確定した金額をもって、乙に支払われる代

金の金額とする。 

（債務の引受け等の承認） 

第３条 乙は、甲の書面による承認を得ないで、この契約によって生ずる

権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継せしめてはならない。 

（代理人の届出） 

第４条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるた

め代理人を選任する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。  

（派遣労働者の個人情報の保護と適正な取扱い） 

第５条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者

派遣法等の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働

者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、次項及び

第３項によるものその他利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得

た場合及び他の法律に定めのあるときは、この限りではない。 

２ 甲における本人確認、事故等の緊急連絡等、派遣就業上の必要性から、
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乙は、あらかじめ利用目的を明示して、派遣労働者の同意を得て、住

所（連絡先）、電話番号等必要事項を甲に通知するものとする。 

３ 甲は派遣労働者の入門許可証の交付その他の派遣就業場所の立入に必

要な手続が円滑になされるよう十分に配慮し、乙は、派遣労働者にあ

らかじめ同意を得てその手続に協力するとともに、その有効な保持及

び不正使用等の防止を図らなければならない。 

４ 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者及び関係者の個人情報を正当

な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。 

（公益通報者の保護） 

第６条 甲及び乙は、派遣労働者が公益通報者保護法に基づき公益通報対

象事実を通報したことを理由として、甲において契約の解除、派遣労

働者の交替を求めること、その他不利益な取扱いをしてはならず、乙

においては派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはな

らない。 

（知的所有権の帰属） 

第７条 派遣労働者が甲の派遣業務従事中に行った職務発明、職務考案、

職務意匠、職務著作（プログラムを含む。）、その他の知的所有権はす

べて甲に帰属し、甲の所有とする。 

２ 派遣労働者が行った発明が特許法第３５条（準用されている実用新案

法第１１条、意匠法第１５条を含む。）の職務発明に該当する場合には、

甲が特許を（実用新案登録、意匠登録を含む。）を受ける権利を当然承

継し、この権利の帰属に伴う派遣労働者への補償金の取扱いも含めて、

甲の定める職務発明取扱規程等に従うものとする。ただし、乙と派遣

労働者間の取扱いについては、乙において定めるものとする。 

３ 甲の発意に基づき、派遣労働者の作成した職務著作物は、甲の名義及

び所有とし、甲の発意に基づき職務上作成したプログラムの著作物に

ついても同様とし、乙及び派遣労働者は補償金等の対価を請求できな

い。 

（派遣可能期間及び抵触日の通知） 
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第８条 甲及び乙は、派遣就業の場所ごとの業務について、派遣可能期間

（最大で３年間、ただし、意見聴取手続きを経て延長された場合は延

長された期間を合わせた期間）を超えて、派遣労働者を受け入れ又は

派遣してはならない。 

２ 甲は、契約を締結するに当たり、あらかじめ、乙に対し、派遣可能期

間の制限に抵触することとなる最初の日（以下「抵触日」という。）を

書面の交付等により通知するものとする。 

３ 甲が、契約の締結後に、意見聴取手続を経て派遣可能期間を延長した

場合も、その都度、乙に対して、同様の方法により抵触日の通知をす

るものとする。 

４ 労働者派遣法第４０条の２第１項ただし書きにより、派遣可能期間の

制限のない場合、本条は適用しない。 

（派遣労働者の特定を目的とする行為の制限） 

第９条 甲は、労働者派遣契約締結に際し、派遣労働者を特定することを

目的とする行為（受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面

接、履歴書の送付要請、若年者等への限定、性別の限定、派遣労働者

の指名等）をしてはならない。 

  なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行

う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断

の下に派遣就業開始前の訪問若しくは履歴書の送付を行うことは、こ

の限りではない。 

（雇用又は就業に係る制限等） 

第１０条 甲は、契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。  

２ 甲は、契約期間後に派遣労働者を雇用する場合は、あらかじめ乙にそ

の旨を通知するものとする。 

３ 甲及び乙は、派遣労働者が甲を離職した者であるときは、当該離職の

日から起算して１年を経過する日までの間は当該派遣労働者（６０歳

以上の定年退職者であって乙に雇用されている者を除く。）を受け入れ

又は派遣してはならない。 
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（契約期間満了の予告） 

第１１条 甲は、契約の締結に際して当該契約を更新する場合があり得る

とした場合に、当該契約の更新を行わないときには、契約期間が満了

する日の３０日前までに、乙にその旨を通知するものとする。 

（求人内容の周知義務） 

第１２条 甲は、同一の就業場所において１年以上の期間継続して同一の

派遣労働者の労働者派遣を受けている場合において、当該就業場所で

業務に従事する通常の職員の募集を行うときは、業務の内容、賃金、

労働時間その他の当該募集に関する事項を当該派遣労働者に周知しな

ければならない。 

（契約書及び仕様書の優先並びに仕様書等の疑義） 

第１３条 参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書が契約書及

び仕様書に定めるところと矛盾する場合は、契約書及び仕様書が優先

する。 

２ 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めなけれ

ばならない。この場合において、乙は、当該説明が文書によってなさ

れるよう要求することができる。 

３ 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務

の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知

って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明

によることを求めたときは、この限りではない。 

（秘密の保全） 

第１４条 乙は、この契約の履行に際し知り得た秘密、個人情報及びその

他の保護すべき情報を第三者に漏らし、又は、利用してはならず、派

遣労働者にもそれを徹底・遵守させる責任を負う。 

２ 甲は、派遣労働者に対し、前項に定める甲の秘密、個人情報及びその

他の保護すべき情報の保全に関する教育を行い、また、乙は、乙宛に

派遣労働者から前項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を提出さ

せ、秘密の保全を図るものとする。 
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３ 前各項のほか、甲は、この契約において特に甲の指定する秘密事項が

ある場合は、乙にその旨を通知し、乙は特約条項の定めるところによ

り秘密の保全に万全を期さなければならない。 

４ 甲は、派遣労働者の故意又は過失によって秘密及び個人情報等の漏洩、

開示、利用、加工、毀損等のセキュリティ事件若しくは事故が発生し

たときは、乙に連絡して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に

努めるものとする。この場合、乙は、甲の求めに応じて、必要な協力

を行うほか、契約の一部解除及び違約金の請求等に応じなければなら

ない。 

（サプライチェーン・リスクへの対応） 

第１５条 乙は、この契約の履行又は官給品等（契約の履行のため支給又

は貸与を受ける材料、部品、機器、治工具、測定具、ソフトウェアそ

の他の電子計算機情報等をいう。）について該当ある場合は、情報の漏

えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリス

ク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。）

が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子

部品、機器等（以下「ソースコード等」という。）の埋込み又は組込み

その他甲の意図せざる変更を行ってはならない。 

２ 乙は、契約の履行及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると

知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の

意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、契約の履行又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しく

はこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な

影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード

等（乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、

又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れら

れているものを除く。）を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合に

は、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験
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その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。 

４ 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソー

スコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を

受けた場合であって、乙による前３項の規定の実施を補完する必要が

あると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。  

５ 第１項から第３項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様

書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク（契約の履行又

は官給品等の取扱に係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスク

が潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる

変更が行われるリスクをいう。）に確実に対応しなければならない。 

６ 前５項の規定は、第３条に基づき債務の引き受けをした事業者が債務

を履行する場合に適用する。 

第２章 契約の履行 

（履行計画書の提出） 

第１６条 乙は、甲が指示した場合は、速やかに履行計画書を甲に提出し

なければならない。 

２ 甲は、前項の履行計画書を不適当であると認める場合は、その変更を

求めることができる。 

（労働者派遣に係る個別の約定） 

第１７条 甲及び乙は、労働者派遣法、同法施行規則等（以下「労働者派

遣法等」という。）の定めに基づき、仕様書等によるほか、派遣労働者

の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要

な細目について特約条項で定めるものとする。 

（適正な労働者の派遣及び通知） 

第１８条 乙は、前条で定められた業務（以下「派遣業務」という。）の

遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する派遣労働者を選定の

上、労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、被

保険者資格その他労働者派遣法等に定める事項を通知しなければなら

ない。 
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２ 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業

規則等に従わない場合、又は業務処理の効率が著しく低く労働者派遣

の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者に

関する改善措置を要請することができる。 

３ 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導その他

派遣就業の改善に必要な措置を講ずるものとする。 

４ 乙は、派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに

甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、

欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。

ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りではない。 

（派遣先責任者） 

第１９条 甲は、労働者派遣法等の定めに基づき、隊員の中から、派遣就

業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。 

２ 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者その他関係者に対して、

契約に定める事項を遵守させるほか、苦情処理、安全衛生に関する事

項、乙との連絡調整等、適正な派遣就業の確保のための措置を講じな

ければならない。 

３ 派遣先責任者は、労働者派遣法に基づき作成した派遣先管理台帳につ

いて、月ごとに所定の事項を記載したものを、翌月末までに、乙に書

面により通知しなければならない。 

４ 乙は、前項の期日によらず通知を請求する場合は、あらかじめ派遣先

責任者と協議するものとする。 

（派遣元責任者） 

第２０条 乙は、労働者派遣法等の定めに基づき、自己の雇用する労働者

（法人の場合には役員を含む。）の中から、事業所ごとに所定人数の派

遣元責任者を選任するものとする。 

２ 派遣元責任者は、派遣労働者に対する指導、苦情処理、甲との連絡調

整その他派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければな

らない。 
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（指揮命令者） 

第２１条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して業務遂行のために使用し、

契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させることとし、隊員

の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。 

２ 指揮命令者は、派遣業務の処理について、契約に定める事項を守って

派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう

留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよ

う、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導す

る。 

３ 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持、規律の保持

並びに秘密、個人情報及びその他の保護すべき情報等の漏洩防止のた

めに必要な事項を派遣労働者に指示することができる。 

（苦情処理） 

第２２条 甲及び乙は、特約条項等によるほか、派遣労働者からの苦情の

申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処

理方法、甲乙間の連絡体制等を定めるものとする。 

２ 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協

力して迅速な解決に努めなければならない。 

（適正な派遣就業の確保等） 

第２３条 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書等に定める労働を行わせ

ることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等

に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとる

とともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管

理を行い、甲の指揮命令等に従って職場維持、規律の保持並びに秘密、

個人情報及びその他の保護すべき情報等の漏洩を防止し、適正に業務

に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。特に、

労働基準法に基づく時間外及び休日の労働に関する協定の内容等につ

いては、履行開始前及び変更があった都度、速やかに甲に通知しなけ

ればならない。 
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２ 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び本契約に定める

就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が

適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの

防止等に配慮するとともに、診療所、食堂、休憩室、更衣室等の施設

で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。 

３ 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全

衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協

力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する隊員に対する教育訓

練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育

訓練に係る便宜を図るように努めなければならない。 

４ 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品（安全衛生保護具等）

の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措

置について、必要に応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している隊

員との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。また、甲は、乙の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務

に従事している隊員等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情

報を乙に提供する等の協力に努める。 

５ 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、本契約に定め

る甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不

在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示して

おくよう努めるものとする。 

（安全衛生等） 

第２４条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵

守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。 

２ 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入

れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労

働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。 

３ 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防

止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生について
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適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、

派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。 

４ 乙の派遣労働者について、派遣中に労働災害が発生した場合について

は、甲は、乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告

の提出については、甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に提出する

ものとする。 

なお、甲は、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを乙に送付し

なければならない。 

（年次有給休暇） 

第２５条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、

原則として、甲へ事前に通知するものとする。 

２ 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただ

し、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障を来すときは、甲

は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得

予定日を変更するよう依頼すること、又は必要な代替者の派遣を要求

することができる。 

（監督） 

第２６条 仕様書等に特に定めがある場合は、甲の指名した監督官は、契

約書、仕様書等及び甲の定める監督実施要領に基づき必要な監督を行

うものとする。 

２ 乙は、前項の規定により監督官が監督を行う場合は、これに応じなけ

ればならない。この場合において、乙は、監督官の指示等に従ったこ

とを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。た

だし、乙がその指示等が不適当なことを知って、すみやかに甲に異議

を申し立てたにもかかわらず、甲が当該指示等によることを求めたと

きは、この限りでない。 

３ 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。  

（労働者派遣の終了の届出） 

第２７条 乙は、労働者派遣が終了した場合は、直ちに、検査官にその旨
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を届け出なければならない。 

２ 前項の規定は労働者派遣が分割して履行することとされている場合に

おいて、それぞれの部分について終了したときもまた同様とする。  

（業務上災害等） 

第２９条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働

基準法に定める使用者の災害補償責任及び労働者災害補償保険法に定

める事業主の責任を負う。通勤災害については、乙の加入する労働者

災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。 

２ 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなけれ

ばならない。 

（危険負担） 

第３２条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、労働者派

遣の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、乙は当該

労働者派遣の履行の義務を免れるものとし、甲はその代金の支払の義

務を免れるものとする。 

２ 甲の責めに帰すべき理由により、役務が行われた契約物品を納入する

ことができなくなった場合は、乙は当該契約物品の納入の義務を免れ

るものとし、甲は乙に代金（乙が、納入の義務を免れたことによって

得た利益に相当する金額を除く。）を支払うものとする。 

３ 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのよ

うな代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の

支払義務を免れる。 

（損害賠償） 

第３１条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は過失により甲又

は第三者に損害を与えたときは、乙は甲に賠償責任を負うものとする。

ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者（以下、本条

において「指揮命令者等」という。）の派遣労働者に対する指揮命令等

（必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。）により生じたと認め

られる場合は、この限りではない。 
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２ 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は過失と指揮

命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議

して損害の負担割合を定めるものとする。 

３ 第３４条第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を

超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求する

ことを妨げない。 

４ 甲は、第３４条第１項第５号及び第６号の規定により本契約を解除し

た場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償

することは要しない。 

５ 乙は、甲が第３４条第１項第５号及び第６号の規定により本契約を解

除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償する

ものとする。 

６ 甲は、第３４条第５項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除し

た場合は、乙の請求により乙に生じた実際の損害を賠償しなければな

らない。ただし、解除事由が乙の責に帰する場合は、この限りでない。  

７ 第３５条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生

じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（損害賠償） 

第３１条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は過失により甲又

は第三者に損害を与えたときは、乙は甲に賠償責任を負うものとする。

ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者（以下、本条

において「指揮命令者等」という。）の派遣労働者に対する指揮命令等

（必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。）により生じたと認め

られる場合は、この限りではない。 

２ 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は過失と指揮

命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議

して損害の負担割合を定めるものとする。 

３ 第３４条第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を

超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求する
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ことを妨げない。 

４ 甲は、第３４条第１項第５号及び第６号の規定により本契約を解除し

た場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償

することは要しない。 

５ 乙は、甲が第３４条第１項第５号及び第６号の規定により本契約を解

除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償する

ものとする。 

６ 甲は、第３４条第５項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除し

た場合は、乙の請求により乙に生じた実際の損害を賠償しなければな

らない。ただし、解除事由が乙の責に帰する場合は、この限りでない。  

７ 第３５条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生

じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（契約の変更） 

第３２条 甲は、労働者派遣期間が終了するまでの間において必要がある

ときは、履行期間、履行場所、仕様書の内容その他乙及び派遣労働者

の義務に関し、この契約の定めるところを変更するため、乙と協議す

ることができる。 

２ 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速や

かに甲に提出しなければならない。 

３ 第１項の協議の結果、契約金額を変更する必要が生じた場合において

も、以後しばしば契約金額の変更の必要を生ずる見込みがあるとき、

その他相当と認めるときは、甲乙協議の上、その際契約金額の変更の

ための措置をとることなく、後日これを取りまとめて行うこととする

ことができる。 

（事情の変更） 

第３３条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、

法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定め

るところが不当となったと認められるときは、この契約に定めるとこ

ろを変更するために協議することができる。 
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２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。 

（甲の解除権） 

第３４条 甲は、次の各号の―に該当する場合は、この契約の全部又は―

部を解除することができる。 

⑴ 乙の責めに帰すべき理由により乙が適正な労働者の派遣をしなかった

場合 

⑵ 乙の責めに帰すべき理由により乙が適正な労働者の派遣ができなかっ

た場合 

⑶ 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が適正な労働者

の派遣をしなかった場合 

⑷ 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が適正な労働者

の派遣ができなかった場合 

⑸ 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合 

⑹ 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達するこ

とができなくなった場合 

２ 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、

この契約の全部又は一部を解除することができる。 

（乙の解除権） 

第３５条 乙は、甲が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係諸法令又

は本契約の定めに違反した場合においては、相当の期間を定めて是正

を催告し、その期間内に是正がないときは、この契約の全部又は一部

を解除することができる。 

（違約金） 

第３６条 甲は、第３４条第１項第１号、第２号、第５号又は第６号に該

当し、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約の全部又は一部を解除

した場合は、代金（一部解除の場合は、解除部分に相当する代金）の

１０パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場
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合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げ

ない。 

３ 乙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第１項及び第２項

の違約金を支払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日ま

での日数に応じ、当該延納金に対し、年３パーセントの率を乗じて計

算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。 

（契約保証金による充当） 

第３７条 甲は前条により違約金を徴収する場合に、乙が提供した契約保

証金をもってこれに充当するものとする。 

２ 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収

又は請求は相当の期間を定めてするものとし、その期間内に支払がな

かったときは、甲は、これを換価して得た金額をもって違約金又は損

害賠償に充当するものとする。 

（特定有期雇用派遣労働者等に対する措置） 

第３８条 乙は、労働者派遣法等に定められた特定有期雇用労働者等であ

って、甲の派遣就業の場所ごとの業務について継続して３年間当該労

働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者に対して行う措置は、

次の各号のいずれかとする。 

(1) 派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保す

るとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。 

(2) 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができ

るように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派

遣労働者等に提供すること。 

(3) 前各号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした

教育訓練であって雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚

生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置

として厚生労働省令で定めるものを講ずること。 

２ 前項の規定は、特定有期雇用派遣労働者以外の者に対して乙が措置を

講じる場合も準用する。 
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３ 甲は、第１項第３号に基づき乙が講じる教育訓練について、業務に支

障が生じない範囲内で協力するものとする。 

（派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例） 

第３９条 甲の都合により、契約期間が満了する前に契約の解除を行おう

とする場合には、乙の合意を得ることはもとより、予め相当の猶予期

間をもって乙に解除解除の申し入れを行うものとする。 

２ 乙は、契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によら

ない契約の解除を行った場合には、乙において他の派遣先を確保する

等により、当該労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 

３ 甲は、甲の帰すべき事由により契約期間が満了する前に労働者派遣契

約の解除を行おうとする場合であって、乙が前項の措置をとれないと

きには、少なくとも契約の解除に伴い乙が当該派遣労働者を休業させ

ること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなけれ

ばならないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場

合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由

により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相

当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をし

ないときは３０日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間

が３０日に満たないときは当該解雇の日かの３０日前の日から当該予

告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害

の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分協議

した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙の

双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に

帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 

２ 甲は、契約期間が満了する前に契約の解除を行う場合であって、乙か

ら請求があったときは、契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにす

ることとする 

（代金の支払） 

第４０条 乙は、労働者派遣を完了した場合は、代金を甲に請求すること
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ができる。 

２ 甲は、乙から前項に規定する支払請求があったときは、その内容を審

査し、適法な支払請求と認めたときは、これを受理し、受理した日か

ら３０日以内の日に、乙に当該代金を支払うものとする。 

（支払遅延利息） 

第４１条 甲は、約定期間（前条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に

代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をす

る日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年２．５パーセントの率

を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。

ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理

由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又

は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満である場合は、

遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円未満の端数がある

場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 甲が、第２７条第２項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、

その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間

の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数

をこえる場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、そのこえ

る日数に応じ前２項の計算の例に準じ第１項に定める利率をもって計

算した金額を乙に対して支払わなければならない。 

（相殺） 

第４２条 甲は、乙に対しこの契約又は他の契約において有する金銭債権

と、この契約の支払うべき代金と相殺することができる。 

第３章 特記事項 

第１節 談合等の不正行為に対する措置（第４３条－第４５条） 

（適用） 

第４３条 本節各条は、全ての契約に適用する。 

（談合等の不正行為に対する措置） 
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第４４条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契

約の全部又は一部を解除することができる。 

⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁

止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号若しく

は第２号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。）の規定による排除

措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３にお

いて読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による課徴金

の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは第７条

の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったと

き。 

⑵ 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その

役員又は使用人。以下同じ。）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９

６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定に

よる刑の容疑により公訴を提起されたとき。 

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４

第７項又は第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速

やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 

３ 第１項に基づく契約の解除は、第３４条第２項によるものとみなす。

この場合において、甲は、これにより乙に生じた損害について、何ら

賠償ないし補償することを要しない。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第４５条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、前

条に基づく契約の解除の有無にかかわらず、契約金額の１０分の１に

相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければな

らない。 

⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は

同法第８条の２の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令

が確定したとき。 
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⑵ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２

第１項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定し

たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４

第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨

の通知を行ったとき。 

⑷ 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁

止法第８９条第１項の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前

項に規定する違約金に加え、契約金額の１００分の５に相当する額を

追加の違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。  

⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して第７条の３の規定によ

る納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

⑵ 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかに

なったとき。 

⑶ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約

書を提出しているとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができ

ない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額

を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求す

ることを妨げない。 

５ 乙が第１項及び第２項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支

払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支

払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の

遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利

息に１００円未満の端数がある場合には、これを切り捨て，遅延利息

が１００円未満である場合には支払を要しないものとする。 

６ 本条の規定は、この契約の履行が完了した後においても効力を有する。  
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第２節 公共事業からの暴力団排除の取組（第４６条－第５２条）  

（適用） 

第４６条 本節各条は、全ての契約に適用する。 

（属性に基づく契約解除） 

第４７条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契

約を解除することができる。 

⑴ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合は

その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を

締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしているとき 

⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与しているとき 

⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしているとき 

⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき 

２ 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿（有価証券報告書に記

載のもの（生年月日を含む。）。ただし、有価証券報告書を作成してい

ない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。）及び登記簿

謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範

囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。 

（行為に基づく契約解除） 
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第４８条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する

行為をした場合は、本契約を解除することができる。 

⑴ 暴力的な要求行為 

⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

⑷ 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為 

⑸ その他前各号に準ずる行為 

（暴力団排除に関する表明及び確約） 

第４９条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「排除対象者」という。）

を下請負者等（下請負者（再下請負以降の全ての下請負者を含む。）、

受任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び下請負者又は受任者

が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。

以下同じ。）としないことを確約する。 

（下請負者等に関する契約解除） 

第５０条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明した

ときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に

対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、

若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないの

に前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは

下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本

契約を解除することができる。 

（損害賠償等） 

第５１条 甲は、第４７条、第４８条及び前条第２項の規定により本契約

を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償な

いし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第４７条、第４８条及び前条第２項の規定により本契約を
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解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償す

るものとする。 

３ 甲は、第４７条、第４８条及び前条第２項の規定によりこの契約の全

部又は一部を解除した場合は、代金（一部解除の場合は、解除部分に

相当する代金）の１０パーセントの金額を乙から違約金として徴収す

るものとする。 

４ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場

合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げ

ない。 

（不当介入に関する通報・報告） 

第５２条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・

政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の

不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、こ

れを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告すると

ともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

第４章 雑則 

（調査） 

第５３条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した

予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約

に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはそ

の額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業

務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、

参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職

員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させるこ

とができる。 

２ 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契

約金額の適正を期するため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に

対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前

項の調査を実施することができる。 
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３ 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前２項に規定する調査に

協力するものとする。 

４ 甲は、第１項及び第２項によるもののほか、この契約について必要が

ある場合は、乙に対し、第１項の調査を実施することができる。 

５ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 

（その他） 

第５４条 この契約の履行については、この契約条項によるほか、特約条

項及び特殊条項の定めるところによる。 

２ 特約条項及び特殊条項は契約条項に優先する。 

３ 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度

協議して解決するものとする。 

４ 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイ

ドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実

施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に

取り組むよう努めるものとする。 

５ 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当

たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべ

き措置に関する指針又は派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針を

遵守する。 

（裁判管轄） 

第５５条 この契約に関する訴えは、甲の所在する地域を管轄する地方裁

判所の管轄に属するものとする。 


